
回 覧 

裏面もご覧ください 

① 浜松市内で活動する、または今後市内で活動していく意思のある個人及び団体 
② 同一個人及び同一団体による提案は、当該年度につき１回かつ通算で２回まで 
となります。 

③ 公平性・中立性を保つ内容であること（以下の内容は実施できません。） 
× 営利（宣伝等を含む）を目的とした内容 
× 特定の政党、宗教を支持、宣伝普及することを目的とした内容 
× 公共の秩序や健全な風俗等に反する内容や福祉を害する内容

「学習成果活用事業申請書」、「事業提案書兼申込書」に記入し、実施を希望する生涯学習 

施設の窓口へ提出してください。提出時に、必要経費等について職員がヒアリングいたします。

※学習成果活用事業申請書及び事業提案書兼申込書は、市ホームページから 

ダウンロードするか、庄内協働センターの窓口でお受け取りください。

浜松市庄内協働センター 浜松市中央区庄内町１４番地の５  （053）４８７-３３０３ 市委託中央区西第６号 

４月 15日(月)～5月 22日(水)
（祝日と土、日曜日を除く）

学習成果活用事業とは？ 
あなたの知識や技術等を地域や周りの人に伝える機会を提供し、学びの成果を継続して 

生かす事業です。地域の課題解決のために生涯学習講座を企画、運営してみませんか？ 

令和６年４月５日 

ＮＯ．１ 

自自自分分分ののの知知知識識識ををを生生生かかかしししててて

生生生涯涯涯学学学習習習講講講座座座ををを開開開いいいてててみみみよよよううう！！！

地域の伝統を 

子どもたちに伝えて 

いきたい 

世代間交流できる講座 

を企画・運営したい 

浜松市市民部 創造都市・文化振興課   (０５３)４５７－２４１３ 

庄内協働センター            (０５３)４８７－３３０３ 



回 覧 

裏面もご覧ください 

●当日は協働センター事務室にて受付（申請の記載）をしてください。 

●利用はおおむね、２時間程度、原則半面とし、利用者が多い時は 

譲り合いで利用していただきます。 

●体育館シューズ、用具（シャトル、ラケット、ボール等）は各自 

 でご用意ください。 

※協働センターのイベントなどで中止となる場合があります。 

ルールを守って楽しくご利用ください。 

笹竹 厚志 

＜西行政センターから＞

４ 月 ５ 月

日 28 29 30 １ ２ ３ ４ ５ ６ 7 

曜 日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 

施設の利用 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ 

施設の予約 休 休 〇 〇 〇 休 休 休 休 ○ 

届出・証明発行等 休 休 〇 〇 〇 休 休 休 休 〇 

庄内協働センターは下記のように休みとなりますのでご承知おきください。それ以外の市の施設につきましては、 

広報はままつ４月号に掲載されていますのでそちらをご覧ください。 

毎月第３日曜日は地域の皆様に体育館を無料で開放しています。 

スポーツでリフレッシュしてみませんか？ 

利用日時 毎月第３日曜日 午前９時～午後５時 

種  目 卓 球・バドミントン・インディアカ 

バスケットボール（B 面）・バレーボール 

利用方法

今後の予定 

藤田 直広 

＜伊佐見協働センター〉

職員異動のお知らせお世話になりました。 よろしくお願いします。






